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平成23年12月期第１四半期の投資有価証券評価損及び 
特別損失（資産除去債務費用）の計上に関するお知らせ 

 

平成23年12月期（平成23年１月１日～平成23年12月31日）において、「その他有価証券」に区分される保有
有価証券のうち、時価が50％以上下落し、その回復があると認められないものについての減損処理による投資
有価証券評価損及び、「資産除去債務に関する会計基準」の適用に伴う影響額をそれぞれ特別損失として計上
する必要が生じましたのでお知らせいたします。 
 

記 
 
１．平成23年12月期第1四半期における投資有価証券評価損 

 単体 連結 

(Ａ)平成23年12月期第1四半期会計期間（平成23年1月1日か
ら平成23年3月31日まで）の投資有価証券評価損の総額 

158百万円 158百万円 
 

(注)１ 
 
四半期における有価証券の評価方法は洗替え方式を採用しております。そのため、決算期末日の
時価により、特別損失の計上額が変動する場合もしくは特別損失を計上しない場合があります。

 ２ 当社の決算期末は12 月31 日であります。 

 
○ 純資産額・経常利益額・当期純利益額に対する割合 

 単体 連結 

(Ｂ) 平成22 年 12 月期末の純資産額   5,355百万円 5,488百万円 

 （Ａ／Ｂ×１００） 3.0％ 2.9％

(Ｃ) 平成22 年 12 月期の経常利益額 359百万円 410百万円 

 （Ａ／Ｃ×１００） 44.1％ 38.6％

(Ｄ) 平成22 年 12 月期の当期純利益額 159百万円 182百万円 

 （Ａ／Ｄ×１００） 99.3％ 86.8％

 
２．「資産除去債務に関する会計基準」の適用に伴う特別損失（資産除去債務）計上について 
「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年3月31日)および「資産除去債務に関す
る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)の適用に伴い、期首時点で発生す
る影響額22百万円を特別損失として計上いたします。 
これは、主にアスベストを含む建築物に対する資産除去債務費用および不動産賃借契約終了時における原
状回復費用の見積額を算定したものであります。 
 
３．今後の見通し 

平成23年12月期第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、他の要因も含め業績予想の修正

が必要と判断される場合には速やかに開示いたします。 

 
以 上 


